
資料１ 

ごみゼロ社会実現プランの改訂項目について（案） 

１ 数値目標（第３章３及び第５章１ p.24～26,125） 

（１） ごみの減量化 
中期目標及び最終目標の見直し。 
指標の内容の見直し。 
 

①発生・排出抑制に関する目標 
数 値 目 標  

指 標 名 
短期(2010 年度) 中期(2015 年度) 最終目標(2025 年度) 

 
 
ごみ排出量削減率 
 

家庭系ごみ６％ 

事業系ごみ５％ 

（対2002 年度実績）

家庭系ごみ１３％

事業系ごみ１３％

（対2002 年度実績）

家庭系ごみ３０％ 

事業系ごみ３０％ 

（対2002年度実績） 

【参考】2002 実績 2025 目標 
家庭系535 千ｔ→375 千ｔ 
事業系252 千ｔ→176 千ｔ 

※ 2009年度（速報値） 家庭系ごみ１０．９％ 事業系ごみ２９．５％ 減 

 

②資源の有効利用に関する目標 
数 値 目 標  

指 標 名 
短期(2010 年度) 中期(2015 年度) 最終目標(2025 年度) 

資源としての再利用

率 ２１％ ３０％ 
５０％ 

【参考】2002 実績 2025 目標 

14.0％ → 50％ 
※ 2009年度（速報値） １３．３％ 

 
③ごみの適正処分に関する目標 

数 値 目 標 
指 標 名 

短期(2010 年度) 中期(2015 年度) 最終目標(2025 年度) 

 
ごみの最終処分量 ８１，０００ｔ 

対2002 年度 
約46%減 

７６，０００ｔ 
対2002 年度 

約50%減 

０ｔ 
【参考】2002 実績 2025 目標 

151,386ｔ → ０ｔ 
※ 2009年度（速報値） ６４，５８６ｔ 

 
（２）多様な主体の参画・協働 

数値目標 
指 標 名（現状値） 短期 

(2010 年度)
中期 

(2015 年度) 
最終目標

(2025 年度)

④ものを大切に長く使おうとする県民の率（58.2%） ８０％ ９０％ １００％

⑤環境に配慮した消費行動をとる県民の率（39.4%） ６０％ ９０％ １００％
⑥食べ物を粗末にしないよう心がけている県民の率
（38.5%） 

６０％ ９０％ １００％

⑦ごみゼロ社会実現プランの認知率（－） ９０％ １００％ １００％

   ※ 1997年度     ④５８．３％ ⑤４０．２％ ⑥４０．６％ ⑦４５．６％ 
2010年度（速報値）④５９．４％ ⑤４１．４％ ⑥４７．５％ ⑦３７．０％      

 

（３）ごみ処理に伴う環境負荷の抑制に関する目標 
        市町等の廃棄物焼却施設（ＲＤＦ施設を含む）の中間処理過程から発生する温室効果ガス排

出量を新たに指標として設定することを検討する。 



２ 目標達成のための具体的な取組（第４章３ p.47～124） 

（１）基本方向 

   ９つの基本方向は原則として変更しない。 

   《発生・排出抑制》 

    ・拡大生産者責任の徹底  

    ・事業系ごみの総合的な減量化の推進 

    ・リユース（再使用）の推進 

   《再資源化》 

    ・容器包装ごみの減量・再資源化 

    ・生ごみの再資源化 

   《環境と経済の好循環創出》 

    ・産業・福祉・地域づくりと一体となったごみ減量化の推進 

    ・公正で効率的なごみ処理システムの構築 

   《気運醸成・文化形成》 

    ・ごみ行政への県民参画と協働の推進 

    ・ごみゼロ社会を担う人づくり・ネットワークづくり 

 

（２）基本取組 

   現行のプランに掲載されている３０の基本取組について効果検証及び先進事例調査を

実施しその結果から、必要に応じて追加、変更、削除を行い、ごみ減量化に向けた有効な

事例を掲載する。 

 

（３）各主体の役割分担 

   社会経済情勢とこれまでの取組結果を踏まえ、取組ごとの住民、事業者、市町、県、自

治会・NPO等民間団体が担う役割を整理し直す。 

 

（４）目標スケジュール 

   各主体の実情や地域の特性、コスト等を勘案し、期間を設定する。 

 

（５）事例の紹介 

   先進事例調査結果等に基づき、紹介事例の見直しを行う。 

 

３ その他 

（１）三重県のごみに関する現状（第２章 p.7～20） 

   一般廃棄物実態調査（ごみ排出量等）、県民・事業者意識調査、市町ごみ処理状況調査、

NPO等団体アンケートを行い、その結果を反映し最新値に更新する。 

 

（２）プランを取り巻く諸課題（第５章３ p.128～130） 

   各課題に対してこれまでどのように対応してきたのかを確認し整理するとともに、新た

な課題について整理、検討する。 

 

（３）県の行動計画（第６章 p.131～132） 

   これまで県が実施してきた取組を踏まえ、今後の考え方を示す。 

   



ごみゼロ社会実現プランの推進に係る取組について 

 
【ごみの減量化】 

①発生・排出抑制に関する目標 

指 標 名 目標値 
              

 

ごみ排出量削減率 
 

家庭系ごみ３０％ 

事業系ごみ３０％ 

（対 2002 年度実績） 

【参考】2002 実績 2025 目標

家庭系 535 千ｔ→375 千ｔ 

事業系 252 千ｔ→176 千ｔ 

2002 年度県内における総ごみ排出量
－目標年度における県内総ごみ排出量 

＝ 
2002 年度県内総ごみ排出量 

 

＜家庭系ごみ削減への取組＞ 

【基本取組７－１】ごみ処理の有料化等経済的手法の活用   △１３．０％ 

 （２）家庭系ごみの有料化導入にあたっての諸手続きの実施 
 （３）家庭系ごみの有料化制度の検証 
 （４）家庭系ごみの有料化制度の導入 
  ※ 家庭系ごみの有料化は、まず、ごみの排出量の削減に大きな効果があります。宇

都宮市が行った全国調査結果（Ｈ14 年度）から、家庭系のごみの有料化を導入した

場合、１３％の削減効果が得られます。 

 県内の取組状況 ７市町／２９市町 

 ○有料化市町 ：桑名市（平成 14 年 4 月）可燃、不燃、プラ   １５円／袋（４５㍑） 

         志摩市（平成 16 年 10 月）可燃、不燃     ５０円／袋（４０㍑） 

         南伊勢町（平成 17 年 10 月）可燃       ３０円／袋（４５㍑） 

         木曽岬町（昭和 50 年頃）可燃、不燃、プラ   ３５円／袋（４５㍑） 

         鳥羽市（平成 18 年 10 月）可燃、不燃     ４５円／袋（４５㍑） 

         伊賀市（平成 19 年 1 月）可燃、不燃      ２０円／袋（４５㍑） 

         名張市（平成 20 年 4 月）可燃、不燃      ６８円／袋（４５㍑） 

 

【基本取組６－３】ごみゼロに資する地域活動の活性化促進   △ ５．０％ 

 （１）地域通貨の仕組みを活用したリサイクルの推進         
  ※ ＮＰＯ等民間の主体によるリサイクル事業等が中心となることから、行政回収量

の削減につながります。福岡県の事例を参考に 20 年先の再利用率 50％に対応して、

現在の古紙回収量を一律 36％アップさせた場合、５％の削減効果が得られます。 

 県内の取組状況：・ＮＰＯ（ボランティア・市民活動団体等）からの協働事業 
          「新たなごみ減量化（３Ｒ）システムの構築について」 
         ・鳥羽市「リサイクルパーク」での資源物回収 
 



【基本取組３－１】不用品の再使用の推進           △ ３．０％ 

 （１）フリーマーケット等の開催 
 （２）不用品リサイクル情報の提供及び利用促進の仕組みづくり 
 （３）不用品再使用のための修理、リフォーム等の推進 
  ※ 複数人の利用により製品の長寿命化が実現し、ごみの排出抑制効果が得られます。 

世田谷区の区民意向調査（平成 15 年度）によると、リース、レンタル、リサイクル

ショップ等の活用で３％程度の発生・排出抑制効果が得られます。 

県内の取組状況  

○フリーマーケット開催市町：１７市町／２９市町 

○不用品リサイクル情報提供市町：１４市町／２９市町 

○修理、リフォーム等実施市町：１０市町／２９市町 

 

【基本取組３－２】リターナブル（リユース）容器の普及促進  △ ２．７％ 

 （１）既存のリターナブル容器製品のＰＲ等利用促進 
 （２）新たなリターナブル容器システムの構築 
  ※ ワンウェイ容器からリターナブル容器への変更により発生・排出抑制につながり

ます。平成 14 年度の資源化量のうち、金属類、ガラス類、ペットボトルの 50％が

リターナブルとなった場合、家庭ごみ量比で約 2．7％の排出抑制効果があります。 

 

【基本取組８－２】レジ袋削減・マイバック運動の展開     △ １．５％ 

 （１）レジ袋ないない活動の展開 
  ※ マイバック持参やレジ袋拒否は、発生・排出抑制効果につながります。ごみ量に

占めるレジ袋の割合は、重量比で２～３％程度と言われており、その半分をマイバ

ック持参やレジ袋を拒否することにより、約１．５％の減量効果が得られます。 

県内の取組状況 

 ○２８市町でレジ袋削減・マイバッグ運動を展開 

 

【基本取組８－１】住民参画の行動計画づくり         △ － ％ 

 （１）住民参画による市町村ごみ処理基本計画の策定 

  ※ ごみ処理基本計画づくりの段階から住民が検討に加わるなど、県民がごみ行政に

実質的に参画することにより、住民自らの行動につながるとともに、行政の施策へ

の積極的な協力が得られるなど、多様な主体の参画・協働水準の向上に寄与します。 

 県内の取組状況 

  桑名市（平成 17 年度）、東員町（平成 18 年度） 

 

その他、多様な主体の参画・協働、人づくり・ネットワークづくりのための取組や地

域における仕組みづくり等の取組を進めることにより、間接的にごみの削減や再利用が

促進されます。これらの削減効果を加味し、２０２５年に３０％の削減を目指します。 

※ 市町名はプラン推進モデル事業 



＜事業系ごみ削減への取組＞ 

【基本取組２－１】事業系ごみ処理システムの再構築      △１４．０％ 

 （４）適正なごみ処理料金体系の構築 
  ※ ごみ処理料金の適正化は、多くの場合、処理料金の増額が想定されるため、事業

系ごみの削減に大きく寄与するものと考えられます。 

【試算】 

 ごみ処理原価（全県処理原価：２７円／ｋｇ）と事業系ごみ施設搬入手数料が概ね同額

となるよう施設搬入手数料を値上げした場合、事業系ごみの１４．０％の減量効果が期待

できます。 

 ※値上げによるごみ減量効果は、福岡市の例を参考に１％の値上げで０．１５％の減量

効果を設定 

  料金改定市町：桑名市、名張市など７市町（平成２０年度） 

 

【基本取組２－２】事業系ごみの発生・排出抑制       △ １０．１％ 

 （２）ＩＳＯ１４００１等環境マネジメントシステムの認証取得促進 
  ※ 環境マネジメントシステムの導入は、ごみ問題を自己（自社）の問題として認識

するためのツールの一つであり、自社の理念に基づいた目標の設定と検証が実践さ

れれば、ごみの減量化につながります。 
【試算】 

 事業者アンケート（三重県）を基にした試算によると、今後、県内の企業のうち、

ISO14001 を取得していない６５％（従業員比）の企業のうち、７０％が新たに導入・運

用した場合、１０．１％の事業系ごみの減量が期待されます。 

 認証取得状況 ＩＳＯ取得事業者数 ９２１ 、M-EMS 取得事業者数 １１９ 

（H20 年度末） 

 

【基本取組３－２】リターナブル（リユース）容器の普及促進  △ ０．２％ 

 （３）リユースカップ・システム等の推進 
  ※ 県内主要観光地におけるテーマパーク等観光施設、イベント会場などで紙コップ

等の使い捨て容器が販売されており、以下の仮説によりリユースカップを導入した

場合、０．２％の事業系ごみの減量につながります。 

【試算】 

入込客数に対する販売カップ数（１８ｇ／個）を６０％と設定した場合、年間４６３ｔ

の発生・排出抑制効果が期待されます。 

 

 

 

 

 



②資源の有効利用に関する目標 

指 標 名 目標値 
              

 
資源としての再利用率 

 

５０％ 
【参考】2002 実績 2025 目標 

14.0％ → 50％ 

県内総ごみ排出量のうち、 
再利用された量 

 
＝ 

県内総ごみ排出量 

 

【基本取組５－１】生ごみの堆肥化・飼料化        １３．７％ＵＰ 

 （１）家庭の生ごみ堆肥化システムの構築 
  ※ 従来は焼却が中心であった生ごみを堆肥化・飼料化することにより、資源として

の有効利用が向上します。 

【試算】 

 生ごみ堆肥の農地還元、畜産ふん尿との混合処理、完熟堆肥の家庭還元及び家庭内処理

の４つの堆肥化方式の組み合わせにより、20 年後の総ごみ量における再利用率を１３．

７％上昇させることが期待されます。なお、生ごみの排出原単位は山形県長井市等の先進

地の平均値（１８８ｇ／人・日）で試算 

 

【基本取組７－１】ごみ処理の有料化等経済的手法の活用   ５．８％ＵＰ 

 （２）家庭系ごみの有料化導入にあたっての諸手続きの実施 
 （３）家庭系ごみの有料化制度の検証 
 （４）家庭系ごみの有料化制度の導入 
  ※ 資源分別の徹底が図られ、資源としての有効利用が進みます。 

【試算】 

有料化による分別促進効果により、20 年後の総ごみ量における再利用率を５．８％上昇

させることが期待されます。（総ごみ量及び資源ごみ総量は 14 年度実績値より試算） 

 

【基本取組４－１】容器包装リサイクル法への対応      ５．７％ＵＰ 

 （３）容器包装リサイクル法の完全実施 

  ※ 容器包装リサイクル法に基づく容器包装ごみのリサイクル推進は、資源の有効利

用に貢献します。 

【試算】 

 可燃ごみに含まれるプラスチック製容器包装の割合を６．４％、紙製容器包装の割合を

６．０％と試算した場合（平成 16 年度ごみ組成分析結果より）、20 年後の総ごみ量にお

ける再利用率を５．７％上昇させることが期待されます。 

 

 

 

 



【基本取組２－３】事業系ごみの再利用の促進        ４．１％ＵＰ 

 （２）事業系ごみの再資源化推進 

  ※ 事業所アンケート調査により、減量したい品目として、ＯＡ用紙、ダンボールな

どが明らかとなっていることから、古紙の再利用は再利用率向上に寄与します。 

【試算】 

 事業系ごみに占める古紙の割合（大阪府の調査結果）を基に、県内の事業系古紙の再利

用率は 23．2％と試算されます。この再利用率を６０％まで上昇させることを目標とした

場合、20 年後の総ごみ量における再利用率を４．１％上昇させることが期待されます。 

 

【基本取組７－３】地域密着型資源回収システムの構築    ０．９％ＵＰ 

 （２）資源回収ステーションの設置・運営 

  ※ 利便性の高い資源回収ステーションの設置・運営は、資源の有効利用水準の向上

に貢献します。 

【試算】 

 県内の古紙回収原単位の全県平均値１３７ｇ／人・日を一律３６％アップ（１８６ｇ／

人・日）させることを目標とすると、再利用率を０．９％上昇させることが期待されます。 

６－３①地域通貨の仕組みを活用したリサイクルの推進（再掲：福岡県の事例） 

 

 

③ごみの適正処分に関する目標 

指 標 名 目標値 
              

ごみの最終処分量  
 

０ﾄﾝ 
【参考】2002 実績 2025 目標 

151,386 トン → ０ﾄﾝ 

県内総ごみ排出量のうち、 

最終処分された量（災害等 
特殊要因によるものを除く） 

＝ 

 

【基本取組６－６】埋立ごみの資源としての有効利用の推進  △７１．３％ 

 （１）廃プラスチック等の有効利用に関する調査研究等 

 （２）事業者における廃プラスチック等の利用促進 

  ※ 現在、直接埋立てられている廃プラスチック類等を有効に利用する取組であるた

め、最終処分場の埋立量削減に大きく貢献します。 

【試算】 

 市町村アンケート調査によると、プラスチック類の全量又はその一部を直接埋立してい

る市町村は２７市町村あります。これらの市町村の住民一人あたりの直接埋立量は、平均

で年間６６ｋｇであり、直接埋立を行っていない市町村の平均１８ｋｇを大きく上回って

います。このことから、直接埋立を行っていない市町村レベルまで削減した場合、及び焼

却残さを全量ガス化溶融炉、ばい焼炉などで処理し、路盤材などへの有効利用を図った場

合、全県の最終処分量の７１．３％の削減が可能となります。 

ただし、20 年先に０トンとするためには、新たな技術開発の進展等が期待されます。 







参考

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・ごみの現状値の把握
・中期目標の目標年度及び数
値目標の見直し

・県民意識調査等一般廃棄物
実態調査

・総括

○
ごみｾﾞﾛ
ﾌｫｰﾗﾑ

○
14回推進
委員会

○
15回推進

委員会

○
16回推進
委員会

○
17回推進
委員会

○
18回推進
委員会

○
19回推進
委員会

県環境審議会
○
中間
報告

○
答申

廃棄物部会

○
第１回(2/8)

○
第２回(3/26)

○
第３回(5/28)

○
第４回

○
第5回

○
第6回

○
第7回

廃棄物処理計画
○

中間
報告

○
議会
報告
(中間
報告)

○
計画
策定
・

公表
・

議会
報告

平成２２年度ごみゼロプラン改訂に向けた年間スケジュール

平成２１年度 平成２２年度

ごみゼロプラン推進委員会

ご
み
ゼ
ロ
プ
ラ
ン
見
直
し
項
目

、
内
容

・ごみ減量可能性調査

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

計画素案・計画案の検討

・取り組む政策の方向
・計画の目標（将来推計、数値）
・政策の内容①

・中間（案）の
取りまとめ

・計画（案）の決定・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄへの対応
・計画（案）の取りまとめ

・計画の全体フレーム
・計画の基本的事項
・計画策定の背景
・計画の基本理念

・計画策定の趣旨
・廃棄物に関する
現状と取組
・今後の部会の進
め方

・政策の内容②
・計画推進の進捗管理
※7/28開催予定

・21年度実施状況
・プラン改訂の考え方・進め方
※3/16開催

・21年度速報値
・数値目標の検討
・政策・施策の検討・作成
※5/25開催

・プラン改訂中間案の報告・数値目標検討・作成（確定）
・ブラン改訂・骨子・中間案の検
討・作成
※7/9開催

・21年度点検評価
・プラン改訂最終案の検討・作成

・22年度実施状況
・プラン改訂最終案の検討・作成

市町実態調査（H21速報値）

21年度プラン推進点検・評価取りまとめ・県民意識調査 ・事業者意識調査

ごみ組成分析調査

先進事例調査

・これまでの施策、取組に関する効果検証（モデル事業等、県・市町の施策や取組）
・課題の抽出、整理

市町実態調査（H21確報値）

・プラン改訂中間案の検討・作成 ・プラン改訂最終案の検討・作成

・今後の施策・取組の効果検討、整理

中期目標（数値、取組内容）の見直し検

・取組内容、スケジュールの見直し
・各主体の役割分担の検討整理

・市町ごみ処理状況調査 ・ＮＰＯ調査



ごみゼロ社会実現プラン改訂に係るスケジュール（案） 

 
＜経過＞ 
○平成２２年５月２５日 第１５回ごみゼロプラン推進委員会 
 ・県内のごみ処理状況について（平成２１年度速報値） 
 ・平成２１年度ごみゼロプラン推進モデル事業の実績報告 
 ・ごみゼロプランの見直しスケジュール 
 
○平成２２年７月９日 第１６回ごみゼロプラン推進委員会 
 ・「ごみゼロ社会実現プラン」改訂項目 
 ・平成２２年度県民意識調査・事業者意識調査の結果報告について（速報値） 
 ・平成２２年度ごみ組成分析調査の結果報告について（速報値） 
 ・平成２２年度啓発事業等の取組について 
 
＜改訂に係る作業スケジュール案＞ 
○８月上旬 プランに掲げる数値目標の検討、先進事例調査の報告 
     （委員長、副委員長及び学識者との協議・検討を行った上で、各委員への

意見照会を実施） 
 
 
○８月中旬 ごみゼロ社会実現プラン改定中間案の提示 

 （８月下旬までを目処に中間案に対する各委員からの意見照会を実施） 
 
○９月上旬 第１７回ごみゼロプラン推進委員会 
 ・ごみゼロ社会実現プラン中間案のとりまとめ及び報告 

















問 5 次のうち、だいたい意味がわかる言葉はどれですか？（あてはまるものすべてに○） 
   

44.8%

20.5%

76.3%

26.7%

37.9%

91.5%

21.4%

74.4%

44.2%

62.5%

86.2%

37.1%

31.3%

10.4%

93 3%

95.6%

81.2%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

循環型社会

低炭素社会

ごみゼロ社会

リデュース

リユース

リサイクル

３Ｒ（さんアール、スリーアール）

エコライフ

スローライフ

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

排出者責任

拡大生産者責任

マイバッグ

レジ袋の有料化

ごみの有料化

どれも知らない

 「リサイクル」、「マイバッグ」、

「レジ袋の有料化」などは９割以上

の人がだいたい意味がわかると回答

している。また、「拡大生産者責任」

は 10.4％と一番低かった。 

 

 

問 6 あなたは、ごみ問題について、どのようなことを知っていますか？ 

（あてはまるものすべてに○） 

 
57.7%

69.1%

43.1%

83.7%

9.0%

80.8%

37.3%

41.3%

1.4%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90

ごみの最終処分場の容量が残り少なくなってきている

ごみ処理施設は必要だが、自分の近くに建設すること
には反対すると考えている人が多い

規制の強化によりダイオキシン類の排出量が大幅に削
減されている

野山や河原等への不法投棄が大きな社会問題になっ
ている

私有地に廃タイヤやパチンコ台などが将来リサイクルす
るとの名目で、放置されている

海岸に漂着したごみなどにより、海岸の景観が損なわ
れたり、生態系などに影響を及ぼしている

稲わらや間伐材など、資源として利用できるものを活か
しきっていないものがある

テレビやパソコンなどの身近な使用済み家電が海外へ
輸出され、その一部が不適正に処理されることによる

その他

特に知っているものはない 

    「野山や河原等への不法投棄が大

きな社会問題になっている」が

83.7％を占めており。次いで、「海

岸に漂着したゴミなどにより、海

岸の景観が損なわれたり、生態系

などに影響を及ぼしている」が

80.8％を占めていた。 
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問 16 次のうち、あなたのご家庭でやっていることはどれですか？ 

（あてはまるものすべてに○） 
  

84 %

13.5%

10.7%

2.3%

6. %

13.5%

7.9%

91.7%

59.4%

15. %

10.8%

37.6%

60.3%

5.0

69.9%

1 .1%

61.0%

56.1%

9.6%

2 .1%

9.8%

20.7%

1.0%

0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

台所ごみの水切りをしている

台所ごみを、そのまま庭や畑に埋めている

台所ごみを、市町の助成を受けて購入した堆肥化容器や生
ごみ処理機で処理している

市町や団体で取り組んでいる生ごみ堆肥化に参加している

台所ごみを、その他の方法で堆肥化などしている

生ごみ堆肥を利用して園芸や野菜作りをしている

紙くずなどを庭や畑で焼却している

買い物袋（マイバッグ）等を持参し、レジ袋をもらわない

詰め替え容器を使用した商品を買っている

ビールや牛乳のびんなど再使用可能な容器を使った製品を
買う

量り売り、ばら売りなど容器包装の少ないものを選んでいる

包装を断ったり、簡易包装を依頼している

食品は買いすぎないように注意している

生ごみなどの堆肥を利用した野菜や果物などを買うようにし
ている

食事を食べ残さないようにしている

不用物をフリーマーケットに出したり、リサイクルショップに
売ったりしている

資源とごみの分別を徹底している

地域の集団回収やスーパーの店頭回収を利用している

無駄な製品をできるだけ買わないよう，レンタル・リースの
製品を使うようにしている 

マイボトル・マイカップの持参などで、ペットボトルなどの使い
捨て型飲料容器をなるべく使わないようにしている  

マイ箸を携帯している 

携帯電話の店頭回収に協力している 

その他

これらいずれもやっていない

「買い物袋（マイバッグ）等を持参

し、レジ袋をもらわない」を回答し

た人が最も多く、91.7％で、次いで

「台所ごみの水切りをしている」を

回答した人が 84.9%と多かった。最

も少ない回答は「市町や団体で取り

組んでいる生ごみ堆肥化に参加して

いる」で、2.3％であった。 

 

問 17 あなたのご家庭では、ごみを出すにあたり、どのような問題がありますか？  

（○は 3 つまで） 

21.8%

11.7%

20.2%

38.0%

9.1%

24.0%

4.4%

31.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

分別ルールが複雑でわかりにくい

市町ごとにルールが異なり覚えにくい

次の収集日までごみを保管しておく場所がない

収集日時が限られている

ごみ集積所（ステーション）まで遠い

洗ったり束ねたり手間がかかる

その他

特に問題はない

 「収集日時が限られている」を回答

した人が最も多く 38.0％であった。

次いで「特に問題はない」31.8%、

「洗ったり束ねたり手間がかかる」

24.0%の順で多かった。 
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(3) 今後の方策に対する意向について 

問 1８ 今後あなたが、暮らしの工夫によって「家庭から出る量を減らせる」と思えるものはど

れですか？ （あてはまるものすべてに○） 
   

45 5%

63.3%

60.3%

29.0%

11.8%

18.9%

18.8%

15.6%

12.3%

22.2%

28.8%

44.4%

19.5%

12.1%

13.8%

20.1%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

調理くず

食べ残し

賞味期限切れ食品

紙容器、紙袋や包装紙

新聞

チラシ

雑誌

段ボール

紙パック

古着類

ペットボトル

レジ袋

プラスチック容器

びん

缶

粗大ごみ

その他

 「食べ残し」を回答した人が最も多

く 63.3％で、次いで「賞味期限切れ

食品」60.3%、「レジ袋」44.4%、

「調理くず」45.5%の順で多かっ

た。 

 

問 19  ごみに関する情報を、あなたはどのような方法で手に入れていますか？ （あてはまる

ものすべてに○） 
   

84.9

9.3%

17.2%

52.3%

5.4%

6 3%

32.0%

9 3%

18.4%

2.9%

2 4%

11.9%

6 9%

15 6%

6 9%

3.6%

4 1%

0.8%

0.4%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90

市町の広報や分別マニュアルを通じて

市町村のホームページを通じて

公共施設などでのポスターやチラシを通じて

地域の回覧板や掲示物を通じて

防災無線や広報スピーカーで

住民説明会を通じて

新聞などマスコミを通じて

企業の広告、広報誌、パンフレット、環境報告書で

家族や友人・知人を通じて

子供（学校などの情報）を通じて

書籍で
スーパーマーケットなど地域の店舗や流通業者を通

じて
エコ製品やサービスを展示するイベントを通じて

PTA・自治会などの地域の活動を通じて

勤務先・取引先など仕事を通じて
環境保護団体・環境NGOの広報誌やパンフレットを

通じて
生協活動・ボランティア活動など社会活動を通じて

シンポジウムや講演会、市民大学などで

その他

あてはまるものなし

 

 「市町の広報や分別マニュアルを通

じて」を回答した人が最も多く、

84.9％で、次いで「地域の回覧板や

掲示物を通じて」52.3%、「新聞な

どマスコミを通じて」32.0%、の順

で多かった。 
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（参考）多様な主体の参画・協働に関する数値目標 

    ◆ごみ減量化やごみ問題に関する県民の意識、行動の変化を表す目標 

     ①ものを大切に長く使おうとする県民の率（A と B の加重平均） 

      A 特価品や新製品を見ると、すぐには必要なくてもつい買ってしまう（問２①） 

      B 買って何年もしない家電製品であっても、壊れたら修理するより買い替える（問２②） 

 

     ②環境に配慮した消費行動をとる県民の率（C と D の加重平均） 

      C お店では、環境やごみのことは考えずに商品を選ぶ（問２③） 

      D 一時期しか使わない商品であってもレンタル品などは使わず新品を購入する（問２④） 

 

     ③食べ物を粗末にしないよう心がけている県民の率（E と F の加重平均） 

      E 使い切れなかったり賞味期限が切れたために食材を捨ててしまうことがある（問４①） 

      F 食べきれず、料理を捨ててしまうことがある（問４②） 

 

    ◆プランの浸透度合いを表す目標 

     ・ごみゼロ社会実現プランの認知率（問３３） 

 

 

  「ごみゼロ社会実現プランの認知度」以外の項目は年々増加している。 

     

Ｈ16

率 率 前回差 率 前回差

ものを大切に長く使おうとする県民の率 Ａ+Ｂの「③+④」の加重平均 58.2% 58.3% 0.1% 59.4% 1.1%

環境に配慮した消費行動をとる県民の
率

Ｃ+Ｄの「③+④」の加重平均 39.4% 40.2% 0.8% 41.4% 1.2%

食べ物を粗末にしないよう心がけている
県民の率

Ｆ+Ｆの「③+④」の加重平均 38.5% 40.6% 2.1% 47.5% 6.9%

ごみゼロ社会実現プランの認知率
「知っている」および

「名前はきいたことがある」の率
ー 45.6% ー 37.0% -8.6%

Ｈ19
数値目標の指標 目標とする数値の根拠

Ｈ22

 

 

   

58.2%

39.4%

38.5%

58.3%

40.2%

40 6%

45.6%

59.4%

41.4%

47.5%

37.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ものを大切に長く使おうとする県民の率

環境に配慮した消費行動をとる県民の率

食べ物を粗末にしないよう心がけている県民の率

ごみゼロ社会実現プランの認知率

H16 H19 H22
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資料３ 

 

平成 22 年度ごみ組成分析調査の結果報告について（速報値） 

 

１ 調査対象市：津市、四日市市、亀山市、尾鷲市、志摩市（旧阿児町）の５市 

 

２ 調査対象ごみ：可燃ごみ 

 

３ 調査地区の選定：表１のとおり 

地区特性に合わせて市内から最大６地区（住宅地区（旧来）、住宅地区（郊外）、集合

住宅（家族世帯）、住商混合地区、集合住宅（単身世帯）、農村（漁村）地区）を選定し

て調査を実施（６地区の選定基準は平成16年度調査に準じた）。 

表１ 調査対象市及び地区 

調査対象市 

（調査実施日） 

住宅地区 

(旧来) 

住宅地区 

(郊外) 

集合住宅 

(家族世帯)

住商混合 

地区 

集合住宅 

(単身世帯) 

農村(漁村)

地区 

津市 

（6/1,2） 
大古曽 緑の街 上津部田 桜橋 栗真 大里小野田

尾鷲市 

（5/27,28） 
南陽町 大曽根浦 － 栄町 － 九鬼町 

平

成

16

調

査

地

区 
志摩市（※） 

（6/3） 
鵜方 

うらじろ 

団地 
－ － － 立神 

四日市市 

（6/8,9） 
南納屋 波木南台 諏訪町 栄町 森力山 采女 新

規

地

区 
亀山市 

（6/14,15） 
川崎町 

アイリス

町 
御幸町 東町 井尻町 東御座 

※旧阿児町 

 

４ サンプリング量 

  １地区100～300kg程度（袋数で30～100袋程度）のサンプリング量の確保ができる１～

３か所程度のステーション（一部軒下収集）からサンプリングを実施。 

ごみ質を把握するための分類作業量は１地区可燃ごみを概ね100kgとし、サンプリング

量がこれに満たない場合は全量を調査対象とした。なお、有料指定袋制を導入している 

 

 

 －1－



 －2－

５ 調査結果 

(1) 全体概要 

・重量比では、５市とも、厨芥類が最も多く、次いで紙類、プラスチック類となって

おり、これらの３種で可燃ごみ全体の８～９割を占める。 

・容積比では、プラスチック類の分別排出先により多さの順番は異なるが、プラスチ

ック類、紙類、厨芥類の３種の合計がほぼ９割を占めている。 

 

(2)プラスチック類 

・プラスチック類を分別（プラスチック製容器包装又は不燃ごみの対象として分別）

している市の可燃ごみ中のプラスチック類の割合は低い（津市約６％、四日市市約

８％）。 

・さらに、プラスチック製容器包装とその他プラスチックの２つを分別収集している

津市の割合は最も低い。 

 

(3)紙類 

・古紙類等の分別実施状況と可燃ごみ中の紙類の割合には、特に関係は見られなかっ

た。すなわち、５市とも古紙類の分別収集を実施しているものの、紙類の割合の高い

市（津市約34％、四日市市約39％）と、低い市（尾鷲市約27％、志摩市約19％）が見

られた。 

・古紙類の回収量は市による分別収集以外に、集団回収、民間回収業者の戸別回収等

のルートがあり、これらの取組の活発さと関係するためと考えられる。 

・可燃ごみ中の古紙類の割合が低い市は、亀山市約６％、志摩市約４％であった。 

・新聞紙や折り込み広告等の古紙類以外に、容器包装、ティッシュや紙おむつ・ペッ

トシート等の割合も高く（紙類の６～８割）、古紙類の回収状況以外に、生活者の年代

や家族構成等によるごみ排出構造の違いも、ごみ質には影響していると思われる。 

 

(4)びん類、かん類 

・びん類、かん類の割合は５市とも低いが、亀山市は他市に比べ若干高く１％程度を

占めていた。その他の市は0.1～0.2％であった。 

 

(5)調理くず・食べ残し等の厨芥類 

・これらの可燃ごみ中の割合は、約37％～50％の割合を占めており、堆肥化等の資源

化の取組による減量効果は大きいと考えられる。ただし、容積比では１割前後である。 

 

(6)容器包装 

・プラスチック製容器包装、紙製容器包装、びん類、かん類を合わせて重量比で約15

～24％であるが、かさばるものが多いため、容積比では約39％～53％とかなりの割合

を占めている。 





 

<参考>平成21年度調査対象市町のごみ質 

   (1)全体概要 

・全体的には今年度調査結果と概ね同じような結果であった。 

なお、調査対象量は30kg前後としており、サンプリング量から調査対象量を得るため、

四分法による縮分を実施している。 

・重量比で、菰野町を除いて、厨芥類が最も多く、次いで紙類、プラスチック類となっ

ており、これらの３種で可燃ごみ全体の８～９割を占める。 

・容積比では、４市町すべてでプラスチック類の分別排出を実施しており、紙類、プラ

スチック類、厨芥類の順に多く、この３種の合計はほぼ９割を占めている。 

 

   (2)プラスチック類 

・４市町ともプラスチック類を分別（プラスチック製容器包装又は不燃ごみの対象とし

て分別）しており、可燃ごみ中のプラスチック類の割合は約７％～12％と比較的低い。 

・さらに、プラスチック製容器包装とその他プラスチックの２つを分別収集している、

菰野町の割合は約７％で最も低い。 

 

   (3)紙類 

・４市町とも古紙類の分別収集を実施していることもあり、約30～36％で市町間に大き

な差は見られなかった。 

・鳥羽市や菰野町でその他紙製容器包装の分別収集を実施しているが、鳥羽市は紙製容

器包装の割合が低いものの、菰野町はかなり高く、紙製容器包装の分別収集によるごみ

質への影響を読み取ることはできなかった。 

 

   (4)びん類、かん類 

・びん類、かん類の割合は４市町とも低く、0.2～0.5％であった。 

 

   (5)調理くず・食べ残し等の厨芥類 

・これらの可燃ごみ中の割合は、菰野町が約30％で最も低く、他の３市では約42％～45％

の割合を占めていた。 

 

   (6)容器包装 

・プラスチック製容器包装、紙製容器包装、びん類、かん類を合わせて重量比で約11～

16％であり、容積比では約34％～45％であった。 

・４市町ともプラスチック製容器包装の分別収集を実施しており、分別未実施の市が含

まれる22年度調査の結果と比べ、容器包装の割合は全体的に低くなっていた。 
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６ 平成16年度調査結果との比較 

  ・津市、尾鷲市では、分別収集区分の変更等大きな制度変更はないが、可燃ごみ中の再生利

用可能な物（※）の割合が22年度調査結果では若干増加している。 

（平成16年度の調査は秋に実施されるなど季節によるごみ質の違い等が影響している可能性

もある。） 

  ・志摩市では、平成16年10月に旧５町が合併し志摩市が誕生し、その時に従来から導入され

ていた家庭系ごみの有料制の料金統一がなされ新たな有料制がスタートした。 

その後は特に制度変更はなかったが、可燃ごみ中の再生利用可能な物の割合は古紙類の割

合が低下し、全体として若干減っている。 

 

<参考>平成16年度調査結果と平成21年度調査結果との比較 

  ・名張市では平成20年４月から家庭系ごみの有料化を導入し、ごみ排出量は削減しているが、

平成16年度のごみ組成調査結果との比較では、可燃ごみ中の従来品目でみた再生利用可能な

物の割合は若干増加している。 

・平成17年11月に１市２町１村が合併して誕生した伊勢市でも同様な結果となっている。 

・菰野町でも、平成16年度以降ごみの排出に関する制度の変更はないが、再生利用可能な物

の割合の増加がみられる。 

   

 

 

 

 

 

※再生利用可能な物 

    従来品目とは、新聞紙・チラシ・雑誌・書籍・ＯＡ用紙・雑紙（リサイクルできる紙）の古紙類、衣類等

の繊維類及び容器包装のことをいう。ただし、汚れた新聞・チラシは除いている。有機性廃棄物とは、厨芥

類、剪定枝、木片類をさす。 
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4 / 18 県民の日記念事業
（来場者数 約 5,000人）

一般貸出 ３件（予約申込み ８件）
地域機関（各環境室等）による

啓発活動 ４件

6 / 18 伊勢市明倫小学校
出前授業（児童約３00名）




